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第２弾 南伊勢町プレミアム付商品券 取扱店募集要領  

 

１． 発行の目的 

新型コロナウイルス感染症により低迷する南伊勢町内の消費を喚起し、燃料高騰による消費の冷え込

みを抑えるため、プレミアム付商品券発行事業を行います。 

 

２．商品券の発行について 

① 名 称     南伊勢町プレミアム付商品券(以下「商品券」という) 

② 発行者     南伊勢町商工会 

③ 発行額     総額８８，０００千円（うちプレミアム分 ４４，０００千円） 

④ 発行部数    １１，０００冊（町民１人１冊購入可能） 

⑤ 販売価格    ４，０００円／冊（５００円券×１６枚） 

⑥ 店舗区分    町内所在店舗及び事業所 

⑦ 利用期間    令和６年３月１日（金）～令和６年６月３０日（日） 

⑧ 販売方法    町内９郵便局にて役場発行の購入券にて現金購入 

⑨ 販売期間    令和６年３月１日（金）～令和６年３月２９日（金） 

⑩ 販売上限    購入券１枚につき 1 冊 

⑪ 販売対象者   役場抽出の南伊勢町内在住者（個人）を対象(令和６年１月１日現在) 

 

３．取扱いにおける厳守事項 

① 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です 

② 商品券を現金化することはできません 

③ 商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出ません 

④ 不足分は現金等で受け取ってください 

⑤ 利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください 

⑥ 商品券の紛失及び盗難に対し、発行者はその責を負いません 

 

４．商品券の利用対象にならないもの 

① 国や地方公共団体等への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金) 

② 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの 

の購入 

③ 現金との換金、金融機関への預け入れ 

④ 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等) 

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する 

営業への支払い 

⑥ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

⑦ たばこの小売販売については、たばこ事業法第 36 条第 1 項において、小売定価以外による販売 

禁止されていることから、プレミアム付商品券や割引券の対象に含めることができません 
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５．取扱店の参加資格 

南伊勢町内に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の①から④に該当する事業者を除いたもので、南

伊勢町内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第２条に規定する    

営業を行なっている事業者 

② 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なっている事業者 

③ 上記【４.商品券の利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取扱う事業者 

④ 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号)第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員(同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者 

 

６．取扱店の責務等 

① 取扱店であることが明確になるよう、商工会発行の取扱店証を利用者が分かりやすい場所に 

掲示してください 

② 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認してください 

色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否する

とともに、その事実を速やかに南伊勢町商工会まで報告してください 

③ 商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に取扱店名を記入する 

こととし、既に取扱店名の記入がある場合は、受け取りを拒否してください 

④ 商品券の交換及び売買は行なわないでください。利用期間中における商品の売買、サービスの 

提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です 

⑤ 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用しないでください 

⑥ 利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とします 

 

７．申請手続について 

① 申請方法 

この「募集要領」に同意の上、「取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、南伊勢町商工会へ直接提

出または FAX・郵送にてお申込みください 

「取扱店登録申請書」は、南伊勢町商工会で配布しますが、南伊勢町商工会ホームページから   

ダウンロードもできます。（南伊勢町商工会ホームページ: https:// minamiise.org) 

 ② 申請書の提出先 

南伊勢町商工会  〒516-0101 南伊勢町五ケ所浦 3917 番地 

TEL：0599-66-0054  FAX：0599-66-1687 

    ③ 申請期間 

     募集開始から令和６年１月３１日（水）まで【２月中旬頃の新聞折り込みチラシ掲載〆切日】 

２月１日以降も募集は随時しておりますが、商工会ホームページでの紹介掲載となります。 

④ 申請後の審査・承認 

申請のあった事業者は、南伊勢町商工会の審査を経て、取扱店として承認します 

⑤ その他 

配布物として、換金申込書等関係書類を後日配布します 
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８． 換金について 

① 換金方法 

取扱店は、換金用の口座を有する下記の取次金融機関において、下記の必要なものを提出して下さ

い 

② 換金に必要なもの 

（ア） 使用済商品券 

（イ） 換金申込書 

③ 換金受付期間 

令和６年３月１日（金）から令和６年７月３１日（水）まで期間で下記内容の通りとします。 

※なお、上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。 

 金融機関窓口受付期間 

（〆日が休日の場合は前営業日） 

左記受付期間〆後の支払日 

第１回 毎月 １日から１０日まで 受付期間終了日以後の３営業日以内 

第２回 毎月１１日から２０日まで 受付期間終了日以後の３営業日以内 

第３回 毎月２１日から 末日まで 受付期間終了日以後の３営業日以内 

     ※商品券の金融機関最終受付は、令和６年 7 月３１日となりますのでご注意ください 

        

④ 取扱金融機関（予定） 

（ア） 百五銀行 五ヶ所支店 

（イ） 伊勢農業協同組合 南勢支店・南島支店 

（ウ） 三十三銀行 浜島支店 

 

９． 取扱店の取消等 

この「募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店の承認を取り消す場合があ

ります。また、違反により損害金が発生した際は請求する場合があります。 

 

10． その他留意事項 

①  この「募集要領」に記載されていない事項は、南伊勢町商工会へお問い合せください。 

② 取扱店情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧表)」として、南伊勢町           

商工会のホームページなどにより広報します。 

 

＜問い合せ先＞  

南伊勢町商工会 

〒516-0101 南伊勢町五ケ所浦 3917 番地 

TEL：0599-66-0054 FAX：0599-66-1687 


